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本日の話題

１．東日本大震災後の原子力災害と福島におけ
る人的被害状況

２．「県民健康調査」の概要

３．「県民健康調査」から見える健康影響

４．今後の課題



（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/keijihenka-201105.html（福島県環境創造センター））

警戒区域

緊急時避難

準備区域

計画的

避難区域

福島県内全域の経時変化マップ(2011年５月)と
避難指示区域の概念図（2011年４月22日）

福島第一
原子力発電所

緊急時避難

準備区域

電子地図出典：国土地理院

（2011年4月22日時点）



地震 津波
人災としての
放射能汚染

福島県 死亡 1,598人（行方不明 224人） 放射線による死亡は０（ゼロ）

福島市 南相馬市
東京電力

福島第一原子力発電所

福島県における東日本大震災

岩手県 死亡 5,145人（行方不明 1,110人）
宮城県 死亡 10,570人（行方不明 1,215人） （2023（令和5）年12月31日現在）



都道府県・年齢別の東日本大震災後の震災関連死

(2023年12月31日現在)
1,598人が直接死亡

（復興庁データより安村作表）

震災関連死は福島
で多く、かつ、
高齢者が圧倒的に

多い。
その他 56 3 10 43

全死亡＝直接死亡（地震・津波）＋間接死亡（震災関連死）



（参考）

福島県における県民健康管理の枠組み

１．背景

２．目的

原発事故に係る県民の不安の解消、長期にわたる県民の健康管理
による安全・安心の確保

３．取組み

…

県民健康（管理）調査の目的
平成23年度 第２回福島県「県民健康管理調査」検討委員会（６月18日）

「県民健康調査」とは

福島県では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による放射性
物質の拡散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、
県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、
もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目的とし、
「県民健康調査」を実施しています。（福島県庁ホームページ）
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対象者 ：467,484人（回答率 27.7%）

結 果 : 全県 93.8% 

県北 87.0% 2mSv 未満

県中 92.3% 

県南 88.2%

会津・南会津地区 99.3%

いわき地区 99.1% 

相双地区 77.3%

最高値：25mSv、平均値：0.8mSv、中央値：0.6mSv
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93.8%

5mSv
未満

99.8％

事故後4か月間の外部被ばく実効線量推計結果の概要

基本調査【結果】 第52回福島県「県民健康調査」検討委員会

1mSv 未満

令和6年3月31日現在

検討委員会：これまでに得られている科学的知見に照らして、統計的有意差を
もって確認できるほどの健康影響が認められるレベルではないとの見解



先行検査 : 約 368,000人
震災時18歳以下の全住民

本格検査 : 約 381,000人
上記に加え、平成23年4月2日～平成24年4月1日生れの住民

二次検査
詳細な超音波検査、血液検査、尿検査、

穿刺吸引細胞診(必要に応じて)

診療または治療（手術等）
次回検査

検査の流れ

甲状腺検査 【方法】

一次検査（超音波検査）

超音波画像診断

判定： A1、A2
■のう胞 20.0 mm 以下 ■結節 5.0 mm 以下

判定： B、C
■のう胞 20.1 mm 以上 ■結節 5.1 mm 以上

のう胞 結節



甲状腺検査【メリット・デメリット】

デメリットメリット

⚫福島県における放射線の影響に
関する情報

⚫異常所見がなかった場合の安心

⚫早期診断による再発や治療合併
症の予防

⚫甲状腺検査の結果に対する不安

⚫甲状腺がんの治療や経過観察中の
負担

⚫超低リスク甲状腺がんの過剰診断

（一次検査会場での検査説明） （「甲状腺検査」出前授業）
（甲状腺検査アニメ解説動画）

甲状腺検査への理解促進のための取組



チョルノ
ービリ事故

人数
（千人)

平均実効線量（ｍSv） 平均甲状腺
線量（ｍGy)外部 内部

ベラルーシ 25 30 6 1,100

ロシア 0.19 25 10 440

ウクライナ 90 20 10 330

国連科学委員会(UNSCEAR)報告書
:チョルノービリと福島の原発事故避難集団の被ばく線量

UNSCEAR 2020/2021年
報告書 pp.150

各避難シナリオについての幼児の事故直後1年間における平均甲状腺吸収線量

避難シナリオ
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被ばく後1年間の
避難した幼児の

甲状腺の平均吸収線量
約2mGyから約30ｍGy

UNSCEAR 2008年報告書

福島

(2023年福島医大「県民健康調査」国際シンポジウム 神谷研二氏発表資料)



マッチングモデル１

マッチングモデル２

症例群154人vs対照群462人
マッチング項目
＊性、生年
＊発見時/診断時受診有無

症例群154人vs対照群462人
マッチング項目
マッチングモデル１

＋
＊受診パターン

1> 2-3 4-5 5-10 15-20 20<
甲状腺等価線量(mSv)

0

10

20

30(%)
□対照群(462人)
■対象群母集団(149,778人)
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甲状腺検査受診者

甲状腺検査受診者

がん登録の登録者
＋外部被ばく線量と内部被ばく線量

を合算した個人の甲状腺等価線量

県民健康調査による外部被ばく線量

UNSCEARの地域別甲状腺吸収線量

被ばく線量

被ばく線量と悪性/悪性疑いの甲状腺腫瘍の発生との関連の検討

解析法

線量に基づく横断調査

線量に基づく本格検査累積

本格検査累積
（コホート内症例対照研究）

地域相関研究

第21回甲状腺検査評価部会コホート内症例対照研究

□対照群(462人)
■対象群母集団(149,778人)
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甲状腺検査 【検査結果に関する検討委員会等の見解】

先行検査（検査1回目）で見つかった甲状腺がんは、
「総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくい」との見解

「福島県県民健康調査における中間とりまとめ」

この評価の主な理由

・被ばく線量がチョルノービリ事故と比べて総じて小さいこと

・被ばくからがん発見までの期間がおおむね1年から4年と短いこと

・事故当時5歳以下からの発見はないこと

・地域別の発見率に大きな差がないこと

「現時点において、本格検査１回目（検査２回目）に発見された甲状腺がん
と放射線被ばくの間の関連は認められない」との部会の評価を了承

「第36回福島県『県民健康調査』検討委員会 」

この評価の主な理由

・国連科学委員会（UNSCEAR）が推計した甲状腺吸収線量と甲状腺がん発見率との解析で、

線量の増加に応じて発見率が上昇する関係(線量・効果関係）が認められない。

・精密検査が必要となるB判定の割合や悪性ないし悪性疑いの発見率は、事故当時等の年齢が

高い年齢層ほど高く、チョルノービリ事故後に低い年齢層に多く見られた年齢分布と異なる。

検査２回目

検査１回目

先行検査（検査１回目）から本格検査（検査４回目）までにおいて、甲状腺
がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」との評価

「第21回甲状腺検査評価部会」の評価を第49回「県民健康調査」検討委員会に報告

検査4回目まで

この評価の主な理由

・地域別推計被ばく線量または個人の推計被ばく線量と悪性ないし悪性疑いの発見率との解析に

おいて線量の増加に応じて発見率が上昇する関係(線量・効果関係）が認められない。



○ 一次検査サポート

⚫一般会場（公共施設等）に設置
⚫医師が超音波画像を示しながら、
一次検査結果の暫定的説明

○ 医学専用ダイヤル

○ 二次検査サポート

ブース内（イメージ）

結果説明ブース

〇 リーフレット

甲状腺サポートチーム
【構成】
看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、
医療ソーシャルワーカー 等

【内容】
二次検査対象者とその家族への心理・社会的支援

平成25年度から 2,511人（延べ5,098回）を支援

（支援人数は令和５年9月末現在）

平成28年度から

452件入電

（入電件数は令和５年３月末現在）

⚫検査会場で配布

⚫結節とのう胞、判定基準、二次検査等の説明

【内容】

⚫検査結果や甲状腺の病気などに関する医学的相談

⚫医師が検査結果や画像を確認しながら回答

平成27年度から

34,696 人に説明

（人数は令和５年9月末現在）

一次検査 保険診療

細胞診

次回の一次検査

経過観察
手術治療

など

二次検査
（2回来院）

【利用対象者】
甲状腺検査対象者と
その家族

甲状腺検査【支援】



平成23年時指定の避難区域等の住民

健康診査【概要】

対象者: 住民 約21万人＝こころの健康度・生活習慣に関する調査 の
対象者と同じ！

年齢区分と検査項目

福島県

年齢区分 検査項目

0-6歳
(就学前乳幼児)

身長、体重

[希望がある場合のみ]
血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘ
モグロビン、血小板数、白血球数、白
血球分画)

7-15歳
(小学校1年生
～中学校3年生)

身長、体重、血圧、血算(赤血球数、
ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小
板数、白血球数、白血球分画)

[希望がある場合のみ]
血液生化学(AST、ALT、γ-GT、TG、
HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 血
清クレアチニン、尿酸)

16歳以上

身長、体重、腹囲(又はBMI)、血圧、
血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘ
モグロビン、血小板数、白血球数、白
血球分画)、尿検査(尿蛋白、尿糖、尿
潜血)、血液生化学(AST、ALT、γ-GT、
TG、 HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、
血清クレアチニン、eGFR、尿酸)

※下線部は、通常、特定健康診査では
検査しない追加項目

福島第一
原子力発電所

基本調査の結果必要と認められた方

平成23年時に避難区域等
に指定された13市町村



健康診査【結果】

東日本大震災後の健康状態（15歳以下）

避難等による生活習慣の変化等がリスク因子と考えられる疾患(16歳以上)

東日本大震災後増加したがその後改善した疾患等（16歳以上）

• 肥満は改善したが、脂質異常の改善は遅れている

• 肥満
• 高血圧症
• 脂質異常
• 糖尿病

• 血圧値、LDLコレステロール値 ：治療率の向上
• 肝胆道系酵素異常（肝機能障害）：日常の運動と朝食摂取

• 腎機能障害
• 高尿酸血症
• 肝機能障害
• 多血症

健康診査の検査項目で放射線影響を示す所見は認められなかった

循環器病危険因子の増加がある

第41,44,48,50回「県民健康調査」検討委員会



健康診査【支援】

●市町村ごとの調査結果
●市町村のニーズに応じ
た健康増進策 等

分析結果報告書

避難区域等13市町村

13市町村連絡会での報告

（健康講話）
（血糖値測定）

平成28年度から令和４年度まで

177回実施

市町村への
説明・提案

健診結果報告会等での
「健康セミナー」

住民

睡
眠

食
事

運
動

リーフレット
の活用・実践

参 加
受 診

放射線医学県民健康管理センター

健康状態の
理解促進・啓発

啓発活動・保健
指導等への活用

リーフレット

個人結果通知

健診は体の
通信簿 平成25年度から令和４年度まで

342回実施



こころの健康度・生活習慣に関する調査（ここから調査）【概要】

対象者（平成23年時指定の避難区域等の住民など）＝健康診査の対象者と同じ！

令和３年度調査の対象者数：196,569人
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、伊達市の一部
(特定避難勧奨地点の属する地域)

年齢区分：0-3歳／4-6歳／小学生(7-12歳)／ 中学生(13-15歳)／ 一般(16歳以上)
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こころの健康度・生活習慣に関する調査【結果】

全般的精神健康度（K6）13点以上 （一般：16歳以上）

3.0%

※日本の一般人口における13点以上の割合は3.0%（川上, 2007）

%

第53回 福島県「県民健康調査」検討委員会 （2024年11月12日）
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こころの健康度・生活習慣に関する調査【結果】

全般的精神健康度（K6) 13点以上の割合 調査時別住所

（一般：16歳以上）

3.0%

第31回、第35回、第38回、第42回、第45回、第48回、第53回 福島県「県民健康調査」検討委員会

※日本の一般人口における13点以
上の割合は3.0%（川上, 2007）
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こころの健康度・生活習慣に関する調査【結果】

子どもの情緒と行動（SDQ）16点以上の割合の年次推移

9.5%

%

第53回 福島県「県民健康調査」検討委員会 （2024年11月12日）



市町村訪問

高いリスクを持つ人
を対象とする取り組み

リスクの改善に向けた

集団への働きかけ

知見の還元

啓発活動

電話支援
パンフレット

健康イベントへの出展

シンポジウムの開催

• 13市町村連絡会での報告
• 調査結果に基づく助言
（保健師、保健福祉担当職員）

• 支援に有効な情報提供
（専門職、教員、学生等）

• 心身の状態の確認
• ニーズの把握
• 専門的助言

• 健康に関する情報
• 医療機関、相談窓口の紹介

• 地域住民との対話
• 情報発信

こころの健康度・生活習慣に関する調査【支援】



妊産婦に関する調査【概要】

本調査：対象者数12,000～16,000人
・平成23～令和2年度に福島県で妊娠・出産をした方に実施

フォローアップ調査：対象者数5,200～7,300人

本調査

出産

4年後

フォローアップ
2回目

フォローアップ
1回目

出産

8年後

・平成23～26年度の調査に回答いただいた方に実施

調査票の送付

ご回答

お電話・メールで
ご相談

福島県立医科大学
放射線医学県民
健康管理センター

主な調査項目
• 妊産婦のこころの健康
• 現在の生活・育児状況
• 妊娠出産の経過
• 次回妊娠に対する意識

助産師・保健師・
公認心理師が不安
や悩みに関する
相談を受付



早産率 低出生体重児率
先天奇形・

先天異常発生率

本調査 全国調査* 本調査 全国調査* 本調査
一般的な
発生率

平成23年度 4.6 5.7 8.6 9.6 2.85

2~3**

平成24年度 5.6 5.7 9.2 9.6 2.39

平成25年度 5.2 5.8 9.6 9.6 2.35

平成26年度 5.3 5.7 9.8 9.5 2.30

平成27年度 5.6 5.6 9.4 9.5 2.24

平成28年度 5.3 5.6 9.2 9.4 2.55

平成29年度 5.3 5.7 9.2 9.4 2.38

平成30年度 5.2 5.6 9.0 9.4 2.19

令和元年度 5.1 5.6 9.1 9.4 2.71

令和2年度 4.4 5.5 8.1 9.2 2.21

(%)

*全国調査：人口動態統計における割合 ** 産婦人科診療ガイドライン 産科編2023より

妊産婦に関する調査【結果】第44回福島県「県民健康調査」検討委員会
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母親の心身の状態
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放射線の影響や心配
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震災直後に最も多かった

「放射線の影響や心配」は、

時間の経過とともに低下

相談が多かった内容と
放射線の影響や心配に関する相談の割合の推移

妊産婦に関する調査【支援】

うつ項目による要支援率

震災直後の
約半分程度まで減少

第44回 福島県「県民健康調査」検討委員会
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（福島県「県民健康調査」報告書2011～2020）

＜今後に向けて＞
今後は、震災及び調査開始から10年の節目を迎えるに当
たり、時間の経過とともに多様化するニーズの把握から
情報の提供に至るまでの新たな枠組の構築をはじめ、県
民とのコミュニケーションにもさまざまなメディアや人
材を活用し、双方向性を意識して広報活動に取り組んで
いくことが必要です。
また、原発事故による県民への健康影響の解明及び不

安対策について、放射線に関する国際機関からの協力や
支援、海外の専門家等から科学的助言や支援を得るため、
引き続き国際連携活動を行う必要があります。



31.3%

35.5%

36.9%

41.2%

41.4%

49.8%

（2024三菱総研第6回調査「震災・復興についての東京都民と福島県民の意識の比較」について）



…、復興という言葉が用いられるが、復興は「ふたたび盛んになるこ
と」（広辞苑）であり、目指すは復興であることは自明だが、冷静に考
えると、復旧、つまり、「もと通りになること」（広辞苑）さえも困難な
のではないか、と悲観的になる。…重要なのは人的支援である。そ
こに暮らしていた人、家族の生活の復旧・復興である。これは、人々
の雇用、生活支援等と思うかもしれないが、今まで意識しなかった
自分たちの「暮らしの場」への尊厳が保たれているかという点が問
題の本質だと思う。福島県民にとって「暮らしている場」が、「汚染さ
れていた地域」「食べものが安全かどうかわからない地域」「他県か
らは来ることが憚られる地域」と見られていること、そして、その風
評が現在も続いていることが、他の災害とは全く異なる。…

福島原発事故の現在に続く問題は何か （私見）

（安村誠司 「視点 原子力災害の公衆衛生を振り返る」（「公衆衛生」 医学書院 2023 第87巻11号 p1076-1078）



よりよい復興を、ともに―ふくしまの経験を未来へ：
健康増進と災害対応

2025年 福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム
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